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地域未来投資促進法施行に伴う規制の特例措置等による緑地面積率緩和について 

Ⅰ.目 的 

現在、恵庭市においては工場立地法に基づいて、一定規模以上の工場（以下、特定工場）について

敷地内の緑地面積の確保することとしています。

この度、平成２９年度の「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律」（以下、「地域未来投資促進法」）の施行により都道府県と市町村共同で策定する基本計画により

重点促進地域を定め、条例を定めることで、特定工場に要する緑地面積率の緩和ができることとな

りました。

恵庭市では、産業を振興する立場から、市内の工場の流出を防止、再投資をしやすくする環境を

整備することを目的として、工場立地法上の特例措置としての緑地面積率緩和条例の制定について

検討を行います。

Ⅱ.関係法令の概要 

①工場立地法について 

１）工場立地法の概要

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施

するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、

国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法では、一定規模以上の工場（特定工場～業種：製造業、電気・ガス・熱供給業者で敷地

面積９,０００㎡以上、または建築面積３,０００㎡以上）を新設または変更する場合は、市町村へ事
前に届出ることが事業者に対して義務付けられ、環境施設面積としては２５％以上を確保し、その

うち２０％以上の緑地面積を確保することとなっています。

※「緑地」とは、芝生、樹木、花壇などで緑化した土地をいう。

※「環境施設」とは、噴水、池、運動場、屋内施設などで、緑地も「環境施設」に含まれる。

２）現行基準と国の基準

区分 工場立地法上の

基準

地域未来投資促進法に係る国の定める

特例措置の基準範囲

適用区域
工業・工業専用地域、

準工業地域
工業・工業専用地域 準工業地域

環境施設面積率 ２５％以上
１０％以上～

２５％未満

１５％以上～

２５％未満

うち緑地面積率 ２０％以上
５％以上～

２０％未満

１０％以上～

２０％未満

うち周辺環境施設 １５％以上（環境施設が１５％未満の場合は全てを周辺に配置）

３）工場立地法の改正経緯

工場立地法は、昭和４８年の法改正以降、企業が工場の新増設を行う際に、一定の緑地整備を求

める等の措置を実施してきました。これにより工場の緑地面積率が施行前に比べ２倍以上改善して

おり、工場立地法が工場と周辺環境との調和に果たした役割は評価されてきました。

他方、工場立地法が、地域の実情に沿った緑地整備の要請、地方分権の要請、公害防止技術の進
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捗等に十分対応していない、或いは老朽化工場の立替に対する支障となっている等の指摘が各方面

から行われていました。

このような指摘を踏まえ、規制の適正化・合理化を図り、地域の実情に応じた効果的な緑地整備

や工場施設のリニューアルの進展により、工場と周辺環境との調和を促進する等のため、工場立地

法の見直しを行い、具体的な措置を講じることが決定されました。

＜主な改正点＞地方公共団体による緑地面積率の設定

都道府県及び政令指定都市は、緑地面積率、環境施設面積率について、国の定める範囲内におい

て、従来の国による全国一律の基準に代えて、地域の実情に応じて、地域準則を条例で定めるでき

ることができるようになりました。

【参考】

用途地域とは

〇工業地域  ～主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場も建てられる。住宅

や 10,000㎡までの店舗等は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てらない。
〇工業専用地域～専ら工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられるが、住宅、

お店、学校、病院、ホテルなどは建てられない。

〇準工業地域 ～主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域。危険

性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。

②地域未来投資促進法について 

１）地域未来投資促進法の概要

根拠法令 企業立地促進法 北海道産業振興条例 恵庭市企業立地促進条例

所  管 国 北海道 恵庭市

支援措置 税制優遇等 投資額に対する補助等 固定資産税、雇用補助

↓（改正）

地域未来投資促進法

地域未来投資促進法は従来の企業立地促進法の改正法として平成２９年７月３１日に施行され、

地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、成長性の高い分野で事業を展開す

る事業者を支援することにより、地域経済の活性化を図るものです。道及び市町村は、国の基本方

針に基づき、共同で基本計画を策定し、国の同意を受けます。事業者は、同意された基本計画に基

づき策定する「地域経済牽引事業計画」を策定し道の承認を得られた場合、各種支援措置等を受け

られます。

また、重点促進区域内に工場立地特例対象区域を指定した場合は、市は条例により緑地面積率等

を国の定める基準の範囲内で設定することができます。
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２）市における基本計画の概要（北海道恵庭市基本計画：平成２９年１２月２２日同意）

恵庭市は抜群の交通アクセスと豊かな労働力、安定した気候から物流関連産業が集積する特性を

生かし、物流コストの削減や農商工連携等による付加価値の向上から、一層の成長が見込まれる物

流関連・食料品製造・ものづくり関連分野を重点的に支援するほか、恵庭市の「花」の資源を活用し

た各観光分野の新規事業創出を支援することで地域経済の稼ぐ力の増加を目指し雇用の拡大につな

げていきます。

３）基本計画策定に伴い道・市ができる制度・事業環境の整備内容

・不動産取得税、固定資産税の免除措置の一部改正

・工場立地法に基づく緑地率の緩和

・既存の支援制度の活用促進等

Ⅲ.緑地面積率規制緩和の背景 

恵庭市においては工場の新設、増設が増加しており、特に製造業において成長傾向にあります。ま

た、市内の未操業用地の減少も相まって、敷地内増設が堅調に推移していることから、緑地面積率の

緩和は市内産業の振興に効果的と考えられます。 

①恵庭市の工業団地

現状の立地件数市内には７つの工業団地があり市所有の土地は平成２３年に完売しております。

１．恵庭テクノパーク ２．恵庭工業団地 ３．戸磯・恵南工業団地 ４．戸磯軽工業団地

５．島松工業団地   ６．タクト恵庭流通団地 ７．恵庭テクノパークエルム
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②立地企業数と業種について

立地企業数は延べ２５５社、立地企業の上位は「製造業」「運送業」「建設業」となっています。

③引き合い状況

近年、企業が立地を検討するにあたっては、

自然災害や人材確保などにおける多様なリス

ク分散や、恵庭市の強みである充実した交通

アクセスなどの条件を重視しており、今後も

一定の引き合いが見込まれます。
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⑤新設及び増設（敷地内外）状況

    新設、増設についてはいずれも伸びている傾向にあるが、特に敷地内の増設が堅調であり今

後においても伸びることが予想されます。

⑥未操業用地について

  土地を購入したものの事業計画等により工場等を建設していない未操業の土地についても、新

増設に伴い減少している状況にあります。
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Ⅴ．恵庭市工業団地の緑地 

①工場立地法現行基準（再掲）

区分 現行

適用区域 工業・工業専用地域、準工業地域

環境施設面積率 ２５％以上

うち緑地面積率 ２０％以上

うち周辺環境施設 １５％以上（環境施設が１５％未満の場合は全てを周辺に配置）

②工業団地内緑地の現状

工業団地の分譲面積は約３２２ｈａで、立地企業は２５５社あります。

立地面積は約３０１ｈａで工場は１８０ｈａ、緑地が約１２１ｈａで４０％が緑地であり半分

近くを占めています。その内特定工場は４工業団地に３７社あり、立地面積は約１５２ｈａで工

場は約１０４ｈａ、緑地が約４８ｈａで３２％が緑地となっています。

工場（ｈａ） 緑地等（ｈａ） 合計（ｈａ） 緑地割合 企業数

特定工場以外 ７５.６ ７３.６ １４９.２ ４９％ ２１８

特定工場 １０４.４ ４８.２ １５２.６ ３２％ ３７

合計 １８０.０ １２１.８ ３０１.８ ４０％ ２５５

③恵庭市内の特定工場
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Ⅵ．他市の緩和状況 

①工場立地法による規制緩和 

緑地等の面積率の緩和を行っている道内８自治体にヒアリングを行いました。 

工場立地法に基づく緩和を行っている５つの自治体のうち４つの自治体で、国が定める最低面

積率である工業・工業専用地域で環境施設面積率１０％以上、うち緑地面積率５％以上、準工業

地域で環境施設面積率１５％以上、うち緑地面積率１０％以上と定めています。

江別市では、工業・工業専用地域、準工業地域ともに環境施設面積率１５％以上、うち緑地面

積率１０％以上と準工業地域の最低基準に合わせて定めています。

②企業立地促進法による規制緩和

「地域未来投資促進法」の旧法である「企業立地促進法」に基づく緩和では、工場立地法で定

める基準に加え、工業地域・工業専用地域のうち住民の生活、利便又は福祉のための用に供され

る施設がない地域については、環境施設、緑地の面積率ともに１％以上を最低基準とすることが

できます。（「地域未来投資促進法」においても同基準となります）

企業立地緩和している５市町のうち３市町で、工業・工業専用地域では国が定める最低面積率

である環境施設面積率１％以上、うち緑地面積率１％以上と定めている。準工業地域では全ての

市町が環境施設面積率１５％以上、うち緑地面積率１０％以上と国が定める最低面積率に定めて

います。

音更町では、工業・工業専用地域では都市計画法の開発許可における公園等の設置の基準３％、

白糠町では、産業活性化協議会において、道内他市町村の緩和率並びに協議会委員の意見を参考

に工業・工業専用地域で環境施設面積率１０％以上、うち緑地面積率５％以上と定めています。

該当市名

工場立地法の規定に基づく緩和（面積率） 企業立地促進法に基づく緩和（面積率）

工業・工業専用 準工業地域 工業・工業専用 準工業地域

環境施設
（以上）

うち緑地
（以上）

環境施設
（以上）

うち緑地
（以上）

環境施設
（以上）

うち緑地
（以上）

環境施設
（以上）

うち緑地
（以上）

①江別市 １５％ １０％ １５％ １０％

②釧路市 １０％ ５％ １５％ １０％

③北斗市 １０％ ５％ １５％ １０％

④函館市 １０％ ５％ １５％ １０％ １％ １％ １５％ １０％

⑤紋別市 １０％ ５％ １５％ １０％ １％ １％ １５％ １０％

⑥広尾町 １％ １％ １５％ １０％

⑦音更町 ３％ ３％ １５％ １０％

⑧白糠町 １０％ ５％ １５％ １０％

※音更町は「地域未来投資促進法」に基づき同様の面積率による緩和を行っています

③企業からの反応

企業からの工場立地の引き合いがあった場合、緑地等の面積率緩和が一定のアピールポイントに

なっているという意見が多数ありました。

また、北斗市では、緩和したことで敷地内増設を検討している企業が１件あり、また釧路市でも

緩和したことで増設を行った事例があります。緑地の削減は増設を行うなかでも最低限の削減であ

り、緑地の面積が大幅に削減されることはありませんでした。
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④市民の反応

自治体へのヒアリングの結果、パブリックコメントを行った函館市において、緑地環境に関する

意見が１件ありましたが、函館市の当該地は住宅との近接していないことから理解を頂き問題はあ

りませんでした。その他の自治体では特に意見はありませんでした。

Ⅶ．地域未来投資促進法による緩和を行った場合 

①地域未来投資促進法に係る国の基準範囲

区分 地域未来投資促進法に係る国の定める基準範囲

適用区域 工業・工業専用地域 準工業地域

環境施設面積率 １０％以上～２５％未満 １５％以上～２５％未満

うち緑地面積率  ５％以上～２０％未満 １０％以上～２０％未満

うち周辺環境施設 １５％以上（環境施設が１５％未満の場合は全てを周辺に配置）

※工業地域・工業専用地域のうち住民の生活、利便又は福祉のための用に供される施設がない

地域については、環境施設１％以上～１５％未満、うち緑地１～１０％未満の基準となる。

②緑地等の面積率を緩和した場合、かつ全ての特定工場が最大限に緑地等を削減して増設した場合

■現状

現状 工場（ｈａ） 緑地等（ｈａ） 合計（ｈａ） 緑地割合 企業数

特定工場以外 ７５.６ ７３.６ １４９.２ ４９％ ２１８

特定工場 １０４.４ ４８.２ １５２.６ ３２％ ３７

合計 １８０.０ １２１.８ ３０１.８ ４０％ ２５５

■２５％→１５％にした場合（△２６.２ｈａ）
１５％ 工場（ｈａ） 緑地等（ｈａ） 合計（ｈａ） 緑地割合 企業数

特定工場以外 ７５.６ ７３.５ １４９.２ ４９％ ２１８

特定工場 １３０.５. ２２.１ １５２.６ １５％ ３７

合計 ２０６.１ ９５.６ ３０１.８ ３２％ ２５５

■２５％→１０％にした場合（△３３.３ｈａ）
１０％ 工場（ｈａ） 緑地（ｈａ） 合計（ｈａ） 緑地割合 企業数

特定工場以外 ７５.６ ７３.６ １４９.２ ４９％ ２１８

特定工場 １３７.７ １４.９ １５２.６ １０％ ３７

合計 ２１３.３ ８８．５ ３０１.８ ２９％ ２５５

緑地等の下限を１５％にした場合、特定工場の緑地は約２６ｈａ削減されることになりますが、

現状の特定工場以外の緑地が、約７３ｈａあることから、全体で見ると約４０％から約３２％で、

２５％を大幅に上回っている状況にあります。

緑地等の下限を１０％にした場合でも、特定工場の緑地は約３３ｈａ削減されることになります

が、同じく全体で見ると約４４％から約２９％で、２５％を上回っている状況にあります。 

また、その他の緑地として市の緑地（公園・緑地）０．７ｈａ売却意向のある緑地７ｈａ、売却

意向のない緑地１２ｈａ 合計１９．７ｈａの緑地があります。


